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平成平成平成平成２２２２７７７７年第年第年第年第８８８８回回回回    

    

周南市農業委員会周南市農業委員会周南市農業委員会周南市農業委員会総会議事録総会議事録総会議事録総会議事録    

 

 

１ 日 時  平成２７年８月１０日（月） 午前１０時００分 ～１１時０４分 

 

２ 場 所  周南市徳山保健センター 講義室３ 

 

３ 会議に付した議案 

議案第27号 農地法第３条の規定による許可申請について    ２件 

議案第28号 農地法第５条の規定による許可申請について    ４件 

議案第29号 農地法第３条第２項第５号の規定による 

別段面積について                １件 

議案第30号 特定農用地利用規程の認定について        １件 

議案第31号 農業委員の辞任について（追加議案）       １件 

報告第40号 農地法第４条の規定による農地転用届出について  ２件 

報告第41号 農地法第５条の規定による農地転用届出について  ６件 

報告第42号 非農地証明について               ７件 

報告第43号 農地の転用の制限の例外による届出について    １件 

報告第44号 水田埋め立てによる農地改良届出について     ２件 

報告第45号 農業生産法人報告書の提出について        １件 

 

 

４ 出席委員 

第１番 江 波 一 男 君     第２番 田 中 榮 作 君 

第３番 野 村 一 男 君     第４番 藤 井   孝 君 

第５番 笠 井 保 雄 君     第６番 松 岡 清 治 君 

第７番 藤 井 澄 子 君     第８番 大 田 幹 代 君 
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第９番 歳 光 時 正 君     第10番 杉 村 洋 治 君 

第11番 福 田 栄 司 君     第12番 山 崎 弘 子 君 

第13番 林   定 子 君     第14番 村 木   実 君 

第15番 松 田 孝 行 君     第16番 山 崎 光 夫 君 

第17番 水 井 規 雅 君     第19番 秋 貞 啓 子 君 

第20番 白 石 純 治 君     第22番 小 林 一 雄 君    

第23番 髙 橋   恵 君     第24番 長谷川 和 美 君 

第25番 杉 村 龍 男 君     第26番 藤 井 和 典 君 

第27番 梅 田 洋 治 君     第28番 椎 木 人 志 君 

第29番 大 江 静 人 君     第30番 弘 中   壽 君      

第31番 岩 田   学 君（職務代理者） 

第32番 西 田 孝 美 君（会長） 

 

５ 欠席委員 

   第18番 石 村 敏 昭 君 

第21番 有 馬 俊 雅 君 

 

６ 関係人 

    農林課 主査 山 本 勝 道 

     

７ 事務局職員 

局  長  茅 原 道 夫     次  長  山 根 卓 彦 

次長補佐  徳 本 純 子     書  記  桐 山 昌 栄 
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事務局長 

 

 

 

 

 

事務局職員 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、おはようございます。 

総会に先立ちまして、８月１日付の人事異動について報告いたします。 

農業委員会事務局におきまして、●●●主査が建設部河川港湾課へ異動と

なり、後任には、経済産業部農林課有害鳥獣対策室から●●●●主査が着任

しました。なお、●主査は７月１６日付での異動となっております。 

●●さんよりご挨拶をいたします。 

８月の異動によりまして、農林課の有害鳥獣対策室から農業委員会事務局

へ異動して参りました●●と申します。こちらの業務につきましては、まだ

まだ分からないことが多くありまして皆様にはご迷惑をかけるかと思います

がよろしくお願いいたします。 

 

それでは、まず、定足数の報告をさせていただきます。 

本日の総会の出席委員は３２名中３０名で、周南市農業委員会会議規則第９

条に規定された定足数を充たしておりますので、総会は成立いたします。 

なお、本日の欠席は、第１８番 石村 敏昭 委員、第２１番 有馬 俊

雅委員の２名でございまして周南市農業委員会会議規則第５条の規定による

欠席の届出がありましたのでご報告いたします。 

それでは、議長お願いいたします。 

開会（午前１０時００分 ～ ） 

それでは只今より、平成２７年第８回周南市農業委員会総会を開会いたし

ます｡ 

これより議事に入ります。 

議事日程第１、議事録署名委員の指名ですが、周南市農業委員会会議規

則第２３条に規定された議事録署名委員は、 

第８番、大田 幹代委員さん、第１６番、山崎 光夫委員さんのご両名にお

願いいたします。 

議事日程第２、議案の審議に入ります。 

それでは、議案第２７号を議題といたします。 

事務局よりの議案の説明をお願いいたします。 
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案書の１ページをお願いいたします。議案第２７号「農地法第３条の規

定による許可申請について」を、ご説明いたします。 

今月の農地法第３条の規定による許可申請は、１議案２件でございます。 

まず１番についてご説明いたします。申請地は、●●地区の市街化調整区域

の大字●●字●●に所在する農用地区域内農地の田、３筆の４５１平方メート

ル、畑、１筆の２２８平方メートル、及び同地区の市街化調整区域の大字●●

字●●に所在する農用地区域内農地の田、1筆の２，５７１平方メートル、合

計、５筆の３,２５０平方メートルでございます。 

権利移動に関しましては、譲渡人は高齢のため不動産を処分して転居した

いと考え譲り渡すとされ、譲受人は譲渡人の申出により隣地であるため購入

し規模拡大を図るものでございます。 

次に、農地法第３条第２項各号の農地の権利移動の制限に関する事項につ

いて、ご説明いたします。 

まず、第１号の全部効率利用要件についてですが、譲受人は、耕作要件、

農機具の保有状況、農作業に従事する状況等からみても、農地の全てを効率

的に利用できると見込まれます。 

第２号の農業生産法人以外の法人の規定及び第３号の信託要件の規定に

ついては、いずれも該当しておりません。 

第４号の農作業常時従事要件ですが、申請人は、農作業を行う必要がある

日数について、農作業に従事すると見込まれます。 

第５号の下限面積要件ですが、取得後の農地は２３９アールで、当地区

の３０アールの下限面積要件を満たしております。 

第６号の転貸禁止要件ですが、所有権移転ですので、転貸禁止要件には該

当いたしません。 

次に、第７号の地域調和要件ですが、譲受人は、水稲を作付けするほか、

畑として、季節野菜など無農薬栽培をされるとのことであり、今回の権利移

動により周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じな

いものと考えております。 
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議長 

 

 

第１６番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当せず、許可要件の全て

を満たしていると判断しております。以上でございます。 

 

只今の事務局からの説明に関連いたしまして、地区担当農業委員さんから

の現地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

 

１６番の●●です。１番について、去る７月３１日に譲渡人と譲受人とで

現地に行き調査をしましたので、その結果を報告いたします。申請地の地番

が２５２３－１及び２５２４については、現状は畑で野菜とイチジクや柿が

植えてあり、地番が２５２５と２５２６についても現況は畑でナス、きゅう

り、芋等が植えてありました。また、地番が２７４６については、水稲が作

付けされてありました。次に、譲渡人と譲受人とは親戚関係にありまして、

譲渡人は高齢で耕作困難であるため、譲受人へ譲渡しの申出をされるもので

ございます。一方、譲受人は、申請地が家の近くで、自分の農地の近くにあ

ることから耕作に便利であるため譲受をされるものであります。また、譲受

人は、農業に大変熱意のある方で、経営規模を拡大して、水稲の作付けをさ

れるとともに、畑には季節の野菜等、無農薬栽培をされるとのことです。ま

た、休日には長男や娘が帰って来て、手伝っておられるようであり、何ら問

題になることはないと思われますのでよろしくご審議の程お願いします。 

 

ありがとうございました。 

只今の１番の案件につきまして、質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

  （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第２７号１番につきまして、採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、１番は許可と決定いたします。 
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして、２番につきまして、事務局よりの議案の説明をお願いいたし

ます。 

 

２番についてご説明いたします。申請地は、●●地区の白地地区の大字●●

字●●●に所在する農用地区域内農地の田、１筆の８０９平方メートル、同地

区大字●●字●●●に所在する農用地区域外農地の田、１筆の１,４６７平方

メートル、及び同地区大字●●字●●に所在する農用地区域内農地の畑、３筆

の４３４平方メートル、合計、５筆の２,７１０平方メートルでございます。 

権利移動に関しましては、譲渡人は相続で申請地を取得したが、遠隔地に

居住のため耕作できないため、申請地の近くに居住する譲受人に譲り渡すと

され、譲受人は、譲渡人の申出を受け、規模拡大を図り農業経営をより充実

させたいとするものでございます。 

次に、農地法第３条第２項各号の農地の権利移動の制限に関する事項につ

いて、ご説明いたします。 

まず、第１号の全部効率利用要件についてですが、譲受人は、耕作要件、

農機具の保有状況等からみても、農地の全てを効率的に利用できると見込ま

れます。 

第２号の農業生産法人以外の法人の規定及び第３号の信託要件の規定に

ついては、いずれも該当しておりません。 

第４号の農作業常時従事要件ですが、譲受人は、農作業を行う必要がある

日数について、農作業に従事すると見込まれます。 

第５号の下限面積要件ですが、取得後の農地は４４アールで、当地区の

３０アールの下限面積要件を満たしております。 

第６号の転貸禁止要件ですが、所有権移転ですので、転貸禁止要件には該

当いたしません。 

次に、第７号の地域調和要件ですが、譲受人は、１９６４－７は、水稲を

作付け、１９８７－２については、現在、荒廃しているが、ワサビや果樹を

栽培するとのことで既に研究もされておられます。また、他の畑は、主に野

菜を中心に栽培されるとのことであり、今回の権利移動により、周辺農地の
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議長 

 

 

第９番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考えており

ます。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当せず、許可要件の全て

を満たしていると判断しております。以上でございます。 

 

只今の事務局からの説明に関連いたしまして、地区担当農業委員さんから

の現地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

 

９番の●●です。議案第２７号農地法第３条の規定による許可申請の２番

について調査報告をいたします。８月５日に私と●●●●及び譲受人の３名

で現地において立会い、調査及び確認を行いました。譲渡人は、●●在住の

ため電話で確認を行いました。譲渡人は現地の農地を相続により取得されま

したが、長く●●に生活を置かれ、約２０年以上管理が出来ないまま、ほ場

整備が行われた一部の田を預け、他は荒廃地になり笹や約１５センチ前後の

雑木が立っております。今回、近くに住んでいる譲受人が贈与により取得し、

ほ場整備が終わっている１９６４番７については田として利用し、１９６７

番２については、農地が小さな段になっており、また水が多く出るためワサ

ビを作り、１９７５番３は現在雑草が生えており、１９７６番１は畑を耕作

した跡がありますが荒廃しており、また、１９８７番２においては、草刈り

がされて管理している状況で、以上３筆については、野菜等を作り、ＪＡに

出す予定だと伺っております。また、譲受人は●市に１，７２０平方メート

ルの水田を持っておられ現地に近い所で食堂も開かれておられます。調査項

目に従って調査を行いましたが、可能であると思いますのでよろしくお願い

し、報告を終わります。 

 

ありがとうございました。 

只今の２番の案件につきまして、質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

  （なしの声あり） 
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議長 

 

 

事務局次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第２７号２番につきまして、採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、２番は許可と決定いたします。 

 

続きまして、議案第２８号を議題とします。事務局よりの議案の説明をお

願いいたします。 

 

議案書の２ページをお願いいたします。議案第２８号「農地法第５条の規

定による許可申請について」を、ご説明いたします。今月の農地法第５条の

規定による許可申請は１議案４件でございます。それでは１番についてご説

明いたします。 

申請人は、●●市に事務所のある太陽光発電事業の設計・施工・管理を営

む法人です。 

売電事業の事業拡大を図るため、申請地を賃貸借し、発電出力２４７．１

キロワットの太陽パネル１,７４６．４７平方メートルを設置するものです。 

申請地は、市道に隣接し日照も良く、送電網設備などの条件も良いことか

ら、太陽光発電設備の設置に適した場所であり、また、譲渡人は保全管理を

していたが、高齢と後継者が県外にいるため維持管理を続けることが困難と

なり、利用方法を考えていたということで、今回の申請となったものです。 

まず、申請地の位置からご説明いたします。 

申請地は、●●支所から南西に約２６０メートルのところに位置しており、

市道●●●●●●●●線に接しております。 

 （スクリーンに、位置図を表示） 

申請地の所在につきましては、大字●●字●７９１番、地目は田、地積は

６５４平方メートル、同じく７９２番、地目は田、地積は３４３平方メート

ル、同じく７９３番、地目は田、地積は１，０４７平方メートル、同じく７

９４番１、地目は田、地積は１,１３３平方メートル、同じく７９５番、地目
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は田、地積は１,２５９平方メートル、合計、４,４６３平方メートルでござ

います。 

 （スクリーンに、分間図を表示） 

こちらが分間図でございます。字が違いますので２つの図面です。 

 （スクリーンに、土地利用計画図及び排水計画図を表示） 

続きまして、土地利用計画図及び排水計画図でございます。 

次に、太陽光パネルの平面図及び立面図でございます。 

 （スクリーンに、写真を表示） 

最後に、申請地の写真でございます。 

次に、農地転用許可基準についてご説明いたします。 

まず、農地区分につきましては、支所より３００メートル以内にある農地

で、第３種農地に該当いたします。 

農地区分と転用目的の適合性につきましては、立地の代替性がなく、農地

法第５条第２項第２号に該当いたしません。 

資力及び信用につきましては、資金計画書及び融資証明書、残高証明書が

添付されておりまして、適当であると判断されます。 

転用の妨げとなる権利を有する者の同意につきましては、該当ございませ

ん。 

遅滞なく転用目的に供することの確実性につきましては、添付された事業

計画書により適当と思われます。 

行政庁の許可・認可等の処分の見込み・協議の状況等につきましては、既

に、経済産業省の太陽光発電設備に係る認定済みであり、中国電力との系統

連結に係る接続契約済みです。 

なお、開発行為でない旨の届出を平成２７年６月２５日付で、土壌汚染対

策法第４条第１項の規定に基づく、一定規模以上の土地の形質の変更届出を

平成２７年６月２３日付で、景観計画区域内行為届出を平成２７年６月２５

日付で、それぞれ提出し、受理されています。 

また、埋蔵文化財包蔵地における土木工事等についても協議済みとなって

います。 
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議長 

 

 

第２０番 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

周辺農地の営農条件への支障につきましては、被害防除計画書が添付され

ており、問題なしと判断されます。 

判断を必要としない許可基準につきましては、説明を省略させていただき

ます。 

以上でございます。よろしくご審議をお願いします。 

 

只今の事務局からの説明に関連いたしまして、地区担当農業委員さんから

の現地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

 

２０番●●です。調査報告をいたします。去る７月末日に、申請人と申請

書に基づき現地にて調査をいたしました。申請農地の現況は、小高い丘の中

腹に位置し、水源に非常に乏しく天候任せの大変耕作困難な地元でも指折り

の農地であり、５、６年前より休耕田となっておりその間は、年２、３回草

刈り等の手入れをされておりましたけれども、高齢のためままならず今回の

記事にある話がまとまったということでございます。なお、関係する隣接土

地所有者並びに水利関係者に対する事業の説明を実施し、同意並びに意見書

も取ってあり、また、ほ場整備事業も当初から計画地より外れた立地にあり

ます。被害防除計画も納得のいく内容及び説明であり、計画実現の確実性の

意志確認をいたしました。なお、借受人は、この業界では最大手企業であり、

●●市とも同様な契約を結んでおり、そのことも考慮して今回の５条申請は

問題ないと考えます。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

只今の１番の案件につきまして、質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

  （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第２８号１番につきまして、採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議はございませんか。 



 

- 12 - 

 

 

 

 

 

事務局次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、１番は許可と決定いたします。 

続きまして、２番につきまして事務局よりの議案の説明をお願いいたしま

す。 

 

それでは、２番をご説明いたします。 

申請人は、●●市内に居住する会社員です。現在、居住する近隣である今

回の申請地を取得し、新しく自己用住宅を建築して居住するものです。 

まず、申請地の位置からご説明いたします。 

申請地は、ＪＲ●●線の●●駅から北東、●●方面に約５７０メートル、

ＪＲ●●線沿いに位置しております。 

 （スクリーンに、位置図を表示） 

申請地の所在につきましては、大字●●字●●●８６３番３１、地目は畑、

地積は３７４平方メートルでございます。 

 （スクリーンに、分間図を表示） 

こちらが分間図でございます。 

 （スクリーンに、土地利用計画図及び排水計画図を表示） 

続きまして、土地利用計画図及び排水計画図でございます。 

次に、立面図でございます。２階建てということです。 

 （スクリーンに、写真を表示） 

最後に、申請地の写真でございます。住宅用として区画されている土地で

ございます。 

次に、農地転用許可基準についてご説明いたします。 

まず、農地区分につきましては、都市計画法により、用途地域が第１種中

高層住居専用地域に定められた第３種農地に該当いたします。 

資力及び信用につきましては、資金計画書が添付されておりまして、適当

であると判断されます。 

転用の妨げとなる権利を有する者の同意につきましては、該当ございませ

ん。 



 

- 13 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

第９番 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

遅滞なく転用目的に供することの確実性につきましては、添付された事業

計画書により適当と思われます。 

周辺農地の営農条件への支障につきましては、被害防除計画書が添付され

ておりまして、汚水については、下水道に排出されます。また、雨水につき

ましては、道路側溝へ排出されます。 

判断を必要としない許可基準につきましては、説明を省略させていただき

ます。 

以上でございます。よろしくご審議をお願いします。 

 

只今の事務局からの説明に関連いたしまして、地区担当農業委員さんから

の現地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

 

９番●●です。議案第２８号農地法第５条に規定による許可申請の２番に

ついて調査報告をいたします。８月５日に現地において調査をしました。し

かしながら、譲受人、譲渡人共に会えないため電話で確認を行いました。現

地は、団地の中にある農地で現在は少し荒れておりましたが、草刈り等され

管理されております。また、第１種住宅地域に属する農地であります。譲渡

人は近くに住んでおられますが、長く農業もしておらず今後もする意志がな

く今回、売買の話がでて手放すこととしたものであります。譲受人は、現在

アパートに住んでいますが、この地に自家用住宅を建築しようとするもので

面積３７４平方メートルのうち、２階建て及びカーポートで総建築面積１３

０・１６平方メートルであり家の前の公道が約６メートル、家庭排水は公共

下水、雨水は道路側溝に流すということで事業計画、資金計画、被害防除計

画等が提出されておりまして、調査項目に従い調査を行いましたが、問題な

いと思いますのでよろしくご審議をお願いいたします。 

 

 ありがとうございました。 

只今の２番の案件につきまして、質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 
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  （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第２８号２番につきまして、採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、２番は許可と決定いたします。 

続きまして、３番につきまして事務局よりの議案の説明をお願いいたしま

す。 

 

それでは、次に３番をご説明いたします。 

申請人は、●●市内に居住する会社員です。現在と同じ地域にあります今

回の申請地を取得し、新しく自己用住宅を建築して居住するものです。 

まず、申請地の位置からご説明いたします。 

申請地は、ＪＲ●●線の●●駅から南西、●●方面に約１３０メートル、

市道●●●●●線沿いに位置しております。 

 （スクリーンに、位置図を表示） 

申請地の所在につきましては、大字●●●３丁目２３９番１、地目は田、

地積は４９９平方メートルでございます。 

 （スクリーンに、分間図を表示） 

こちらが分間図でございます。 

 （スクリーンに、土地利用計画図及び排水計画図を表示） 

続きまして、土地利用計画図及び排水計画図でございます。 

次に、間取り図、そして立面図でございます。 

 （スクリーンに、写真を表示） 

最後に、申請地の写真でございます。 

次に、農地転用許可基準についてご説明いたします。 

まず、農地区分につきましては、都市計画法により、用途地域が近隣商業

地域に定められた第３種農地です。 

資力及び信用につきましては、資金計画書が添付されておりまして、適当
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議長 

 

 

第５番 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

であると判断されます。 

転用の妨げとなる権利を有する者の同意につきましては、該当ございませ

ん。 

遅滞なく転用目的に供することの確実性につきましては、添付された事業

計画書により適当と思われます。 

周辺農地の営農条件への支障につきましては、被害防除計画書が添付され

ておりまして、汚水については、下水道に排出されます。また、雨水につき

ましては、道路側溝へ排出されます。 

判断を必要としない許可基準につきましては、説明を省略させていただき

ます。 

以上でございます。よろしくご審議をお願いします。 

 

只今の事務局からの説明に関連いたしまして、地区担当農業委員さんから

の現地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

 

第５番の●●です。去る８月４日譲受人と現地で確認調査し、譲渡人とは

遠方のため電話で確認いたしましたので報告いたします。先程の説明にあり

ましたように申請地は、ＪＲ●●線近くの利便性の良い場所で南側は市道に

面し北側は●●市の私有地その奥に●●駅構内が見えます。地目は田で４９

９平方メートルに分筆され、残りの８９１平方メートルは後程４番で説明い

たします。申請地の現況は、隣接する住家に譲渡人の親族が住んでおられま

した頃から約１５年から２０年前ですが、近くの団地の住人５、６人くらい

で家庭菜園として利用されていました。その親族の方も亡くなられ引き続い

て農地利用され住家は現在空家です。譲渡人は、遠方に住んでおられ、こち

らへ帰る計画もなく譲受人の要望もあって今回譲り渡すとされたそうです。

なお、家庭菜園利用者の方々には売却の旨を伝え承諾していただいていると

のことです。農地には現況は雑草と残りの野菜が少しあります。譲受人は、

現在、●●市●●の●●に住んでおられ、夫婦とも高齢となり交通の便も悪

く周囲の環境も悪く住居も古いため、今回の申請地を譲り受け、新築したい
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とのことで、申請地は駅、病院、スーパーに近く利便性に優れているため要

望したとのことです。宅地は大きな盛土等の造成はなく、肥土と真砂土を入

替える程度で雨水は道路側溝、汚水は公共下水へ排出されます。なお、申請

書には、資金計画書、事業計画書、土地利用計画図、新築工事計画書も添付

されております。また、周囲の農地に影響を与えることはないと思われます。

よろしくご審議の程お願いします。 

 

ありがとうございました。 

只今の３番の案件につきまして、質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

  （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第２８号３番につきまして、採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、３番は許可と決定いたします。 

続きまして、４番につきまして事務局よりの議案の説明をお願いいたしま

す。 

 

それでは、４番をご説明いたします。 

申請人は、市内に事務所のある不動産会社です。申請地を取得し、新しく

宅地分譲用地として造成するものです。 

まず、申請地の位置からご説明いたします。 

申請地は、ＪＲ●●線の●●駅から南西、●●方面に約１１５メートル、

市道●●●●●線沿いに位置しております。先程３番で説明しました申請地

の隣接になります。 

 （スクリーンに、位置図を表示） 

申請地の所在につきましては、大字●●●３丁目２３９番２０、地目は田、

地積は８９１平方メートルでございます。 
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議長 

 

 （スクリーンに、分間図を表示） 

こちらが分間図でございます。 

 （スクリーンに、土地利用計画図及び排水計画図を表示） 

続きまして、土地利用計画図及び排水計画図でございます。申請地を３区

画にして宅地分譲され造成されるということです。 

次に、前面の市道側の断面図でございます。敷地の方が少し道路より高く

なおかつ市道の擁壁があるため、これを撤去し傾斜をゆるくして敷地に擦り

付けるという形になります。なお、市道側との加工申請協議の方を現在市と

行っていると伺っております。 

 （スクリーンに、写真を表示） 

最後に、申請地の写真でございます。 

次に、農地転用許可基準についてご説明いたします。 

まず、農地区分につきましては、都市計画法により、用途地域が近隣商業

地域に定められた第３種農地です。 

資力及び信用につきましては、資金計画書が添付されておりまして、適当

であると判断されます。 

転用の妨げとなる権利を有する者の同意につきましては、該当ございませ

ん。 

遅滞なく転用目的に供することの確実性につきましては、添付された事業

計画書により適当と思われます。 

周辺農地の営農条件への支障につきましては、被害防除計画書が添付され

ておりまして、汚水については、下水道に排出されます。また、雨水につき

ましては、道路側溝へ排出されます。 

判断を必要としない許可基準につきましては、説明を省略させていただき

ます。 

以上でございます。よろしくご審議をお願いします。 

 

只今の事務局からの説明に関連いたしまして、地区担当農業委員さんから

の現地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。 
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第５番の●●です。４番について、去る８月３日、譲受人と現地で確認調

査し、譲渡人とは遠方のため電話で確認しましたので報告いたします。申請

地の位置、現況、譲渡人については、先程の３番と同一のため省略させてい

ただきます。申請地は、先程説明のあった分筆された残りの８９１平方メー

トルです。譲受人は、住宅設備、機器、建築資材の販売、工事設計、建築工

事、土木工事を行う不動産業を営む業者さんです。申請地は、全ての宅地化

が進み需要が見込まれることからＪＲ●●線●●駅周辺と利便性も良く、利

用者達の要望もあり優先的に選定したとのことでした。８９１平方メートル

の土地に２３４．８２平方メートル、２５７．９７平方メートル、３９９．

１４平方メートルの宅地を３区画建設するとのことです。宅地造成は先ほど

と同一で肥土、真砂土等を入替えする程度で、雨水は道路側溝へ汚水は公共

下水へ排出することで対処、資金計画書、事業計画書、土地利用計画図も添

付されており、周囲の農地に影響を与えることはないと思われます。よろし

くご審議の程お願いします。 

 

ありがとうございました。 

只今の４番の案件につきまして、質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

  （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第２８号４番につきまして、採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、４番は許可と決定いたします。 

続きまして、議案第２９号を議題といたします。 

事務局よりの議案の説明をお願いいたします。 

 

議案第２９号 「農地法第３条第２項第５号の規定による別段面積につい
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て」をご説明いたします。 

議案書の３ページをお願いいたします。併せてお手元の別紙１の「農地法

第３条第２項第５号の別段面積の設定について」もご覧ください。 

 まず、農地の権利取得の下限面積要件の特例といたしましては、別紙１の

５ページをお開きください。 

 農地法では、農地に係る権利の取得をする場合、北海道は２ヘクタール、

都道府県は５０アールに達しない場合は、取得できないと規定されておりま

す。 

 しかしながら、農林水産省令に定める基準に従い、例外的に農業委員会に

おいて、この範囲内で別段の面積を定めることができるものとされており、

今回お諮りをしているものでございます。 

 この制度は、農業の担い手が不足し、遊休農地が増加しているから設けら

れたもので、担い手不足を解消し、新規就農者の確報を図るために、下限面

積を１０アール単位で緩和できるようになっているもので、地域によっては、

下限面積が障害となり、新規就農が非常に難しくなっていることもあるとい

うことで設けられたものです。 

 関連して、４ページをご覧ください。 

 山口県内における別段面積の設定状況の一覧でございます。 今年、●市

で新しく全域が３０アールということで入っております。 

 それでは、１ページに戻っていただきご覧ください。 

 現在、周南市では、別段面積を大津島・大島・粭島地区が２０アール、そ

の他の地区が３０アールと定めておりますが、この下限面積については、毎

年この８月の総会で、面積の設定または、修正の必要性をご審議いただき、

結果と理由を公表することとなっております。 

 提案につきましては、地区及び面積ともに現行のままとしたいとしており

ます。その理由といたしまして、２ページの３０アール地区につきましては

世帯別の農地保有率が昨年とほぼ同様であるということから、また、３ペー

ジの２０アール地区につきましては、昨年に比べて下がっておりますが、農

地の効率的利用の確保という観点も含め見直しを必要としないと判断いたし
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議長 

 

 

 

 

第２７番 

  

 

 

事務局次長 

 

 

 

 

 

第２７番 

  

 

 

事務局次長 

 

議長 

 

 

 

ました。 

以上が理由でございます。なお、幹事会ではご承認をいただいております。 

 皆様のご審議をいただきますようお願いいたします。 

  

 説明が終わりました。それでは質疑を行ないます。 

 ご意見、ご質問はございませんか。 

 （発言を求める挙手あり） 

 はい、●●委員さん。 

 

 ●●市の場合ですが、全域で１０アール、ほ場整備された地域は５０アー

ルになっているが、１０アールにされたのがいつ頃からですか。また、その

理由等状況がわかれば説明していただきたい。 

 

●●市の設定された時期と理由ですが、今、手元に資料がないため回答で

きません。ただ、ご意見として県内でも２０アールとか１０アールで設定し

ているところがあるという事実だと思います。そのため、今後は、面積等も

含めて見直しをするのがいいかどうかをこの委員会で議論を深めていただけ

たらと思います。 

 

 毎年言っていたが、今回は県内の市町の資料の提出をいただいており、●

●市の場合が１０アールであったのでお伺いしました。状況を聞いてみてく

ださい。 

 

 ●●市の件については、調べまして後日回答いたします。 

 

 ●●委員から毎年質問がありましたので、県内の状況の資料も提示させて

いただきました。また、質疑内容は個別に事務局から回答させます。 

 他にございませんか。 

 （なしの声あり） 
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

農林課 

  

 

 

 

 

 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第２９号につきまして、採決を行います。 

 農地法第３条第２項第５号の規定による別段面積につきましては、現行の

とおりとし、変更しないことに、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、別段面積は変更しないことと決定いたします。 

続きまして、議案第３０号を議題といたします。 

事務局よりの議案の説明をお願いいたします。 

 

 議案書の４ページをお願いいたします。 

 議案第３０号「特定農用地利用規程の認定について」 

 農業経営基盤強化促進法施行規則（昭和５５年農林水産省令第３４号）第

２４条の規定により、周南市長より、別紙のとおり特定農用地利用規程の認

定について諮問を受けたので意見を求める。 

 平成２７年８月１０日 提出 周南市農業委員会 会長 西田孝美 

 別添の別紙２「●●●地区特定農用地利用規程（案）」をご覧ください。 

 

それでは、この諮問につきましては、農林課の●●主査が来ておられます

ので、まず、ご説明を受け、その後に、意見の決定を行いたいと考えており

ますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、●● 主査さん、説明をお願いいたします。 

 

農林課の●●です。それでは議案第３０号特定農用地利用規程の認定につ

いてご説明いたします。 

平成２７年７月３日付けで●●●●●地区において、「農業経営基盤強化

促進法」に基づく事業「農用地利用改善事業」を実施するため、「●●●地区

農用地利用改善組合」より「●●●地区特定農用地利用規程」の認定につい

て申請がございました。 

「●●●地区農用地利用改善組合」は、平成２７年５月９日に設立総会が
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開催され、農用地利用改善組合の設立要件としては、その地域内の農用地の

所有権や利用権等の権利を有する者の３分の２以上が構成員となっているこ

とが必要でございまして、●●●地区農用地利用改善組合は、この要件を満

たしております。 

また、農用地利用改善事業につきましては、農業経営基盤強化促進法第２

３条から２５条に定めがございますが、この事業は、地縁的なまとまりのあ

る地域において、集落機能の活用を通じて、農業者等が自主的な合意のもと

に、作付け地の集団化、農作業の効率化、農用地の利用関係の改善を行う仕

組みを「特定農用地利用規程」として定めて市の認定を受け、事業を実施す

ることとなっております。「●●●地区特定農用地利用規程」は、●●●地区

の農業振興を図るため、農用地の有効利用と農業経営の改善を促進すること

を目的に制定されたものでございます。 

●●●地区におきましては、担い手の高齢化、後継者不足等が深刻な問題

となっておりまして、地区住民の方が共同で農地を守っていくため、この規

定は定められております。 

具体的な内容としましては、農作業の効率化を図るため、組合員それぞれ

の特性や体力に応じて必要な役割を担い、組合員全員で地域農業に参画する

こととしております。また、組合員は過剰な投資を避け、農作業の受委託、

農作業の共同化を計画的に進めるものとなっております。 

また、地区内において労働力不足等で自らの農用地の耕作が困難になった

場合、農作業の受け手組織に委託できることが出来る等でございます。 

この規定におきましては、農作業の受け手組織として、「農事組合法人●●

●●●●」を指定しており、法人へは地域内の農用地の２分の１以上を利用

権設定等により集積するとの目標を定めております。この規定が認定された

後は、「農事組合法人●●●●●●」は、特定農業法人という位置付けになり

ます。 

これまで周南市におきましては、平成１６年に●●地区をかわきりに、直

近でありますと、平成２７年３月には●●●●地区が地区内の効率的、安定

的な農業経営に資するかどうかのご意見を皆様よりいただき認定をさせてい
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

ただいたことにより、現在１５団体となっております。今回、「●●●地区特

定農用地利用規程」を市が認定するにあたりまして、皆様のご意見をいただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

只今の案件につきまして、質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

（なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第３０号につきまして、採決を行います。 

承認することに、ご異議はございませんか。 

 （異議なしの声あり） 

異議がありませんので、議案第３０号は、承認する旨、市長に答申いたし

ます。 

 

ここでお諮りいたします。 

「農業委員の辞任届」が提出されましたので、これを議案に追加し、直ち

に議題といたしたいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

 （異議なしの声あり） 

異議ありませんので、よって、「農業委員の辞任について」を議案に追加し

、ただちに議題といたします。 

 （議案第３１号を配布） 

それでは、議案第３１号「農業委員の辞任について」につきまして、事務

局より説明をお願いいたします。 

 

 それでは、議案第３１号「農業委員の辞任について」をご説明いたします。 

平成２７年７月３０日付けで、番号１８番●●●●農業委員さんより農業委

員会に対しまして、「辞任届」の提出がございました。 
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 農業委員会等に関する法律第１６条には、「委員又は会長は、正当な事由が

あるときは、農業委員会の同意を得て辞任することができる。」と規定されて

おりまして、委員の辞任の要件といたしましては、正当な理由があること。

また、もう一つは、農業委員会の同意が必要とされております。 

 「農業委員会の同意」は、農業委員会の総会の議決により、辞任申出者を

除く総会出席委員の過半数の賛成によって行うものとされておりますことか

ら今回、議案として追加上程させていただいたところでございます。 

 辞任の理由につきましては、一身上の都合によるものでございます。 

 なお、●●委員さんは、土地改良区からの選任委員でございますので、辞

任が同意された場合の委員の補充につきましては、直ちに土地改良区へ推薦

依頼をしたいと考えております。 

 また、●●委員さんが担当されていた●●地区については、当分の間、後

任が決まるまで第２選挙区の幹事であります●●●●委員さんに代行してい

ただくことで幹事会の中でご了承をしていただいております。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

 

説明が終わりました。 

只今の案件につきまして質疑を行ないます。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

 （なしの声あり） 

なしの発言がありましたので、これで質疑を終了いたします。 

議案第３１号につきまして採決を行います。ご異議はありませんか。 

 （異議なしの声あり） 

異議がありませんので農業委員の辞任につきましては、原案のとおり決定

いたします。 

 

以上で、審議案件は全て終了いたしました。 

続きまして、報告事項に入らせていただきます。 

報告第４０号につきまして、事務局よりの報告事項の説明をお願いいたし
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

ます。 

 

議案書の５ページをお願いいたします。報告第４０号「農地法第４条の規

定による農地転用届出について」を、ご説明いたします。 

市街化区域内の農地を、あらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のも

のに転用することにつきましては、農地法第４条第１項第７号に規定され、

許可は不要とされているもので、今回は２件ございました。内容は記載のと

おりで、添付書類も含め完備しておりましたので、事務局長専決により書類

を受理いたしましたので、ご報告いたします。以上でございます。 

 

只今の報告第４０号につきまして、ご意見、ご質問はございませんか。 

（なしの声あり） 

特に発言がないようですので、以上で、報告第４０号を終わります。 

続きまして、報告第４１号につきまして、事務局よりの報告事項の説明を

お願いいたします。 

 

議案書の６ページ、７ページをお願いいたします。報告第４１号「農地法

第５条の規定による農地転用届出について」を、ご説明いたします。 

市街化区域内の農地を、あらかじめ農業委員会に届け出て、権利移動と農

地以外のものに転用することにつきましては、農地法第５条第１項第６号に

規定され、許可は不要とされているもので、今回は６件ございました。内容

は記載のとおりで、添付書類も含め完備しておりましたので､事務局長専決に

より書類を受理いたしましたので、ご報告いたします。以上でございます。 

 

只今の報告第４１号につきまして、ご意見、ご質問はございませんか。 

（なしの声あり） 

特に発言がないようですので、以上で、報告第４１号を終わります。 

続きまして、報告第４２号につきまして、事務局よりの報告事項の説明を

お願いいたします。 
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

議案書の８ページ、９ページをお願いいたします。報告第４２号「非農地

証明について」をご説明いたします。 

登記簿上の地目が農地で、現況が農地以外になっている土地について、地目

の変更登記をしようとする者からの申請に基づき、交付する証明書でございま

す。今回は７件ございました。内容については記載のとおりで、現地も確認

いたしました。 

添付書類も含め完備しておりましたので､事務局長専決により非農地であ

る旨の確認及び証明をいたしましたので、ご報告いたします。以上でござい

ます。 

 

只今の報告第４２号につきまして、ご意見、ご質問はございませんか。 

（なしの声あり） 

特に発言がないようですので、以上で、報告第４２号を終わります。 

続きまして、報告第４３号につきまして、事務局よりの報告事項の説明を

お願いいたします。 

 

議案書の１０ページをお願いいたします。報告第４３号「農地の転用の制

限の例外による届出について」をご説明いたします。 

自己所有の農地を農業経営用施設用地として転用される場合で、転用面積

が２アール未満であるとき、また、農業用道路等に転用する場合は、面積の

制限はなく、農地法第４条の農地の転用の制限の例外として、農地法施行規

則第３２条第１号に規定され、農業委員会に文書を提出することで、許可を

要しないとされているものでございます。 

今回の届出１件は、これに該当し、添付書類も含め完備しておりましたの

で、農地法第４条の農地の転用の制限の例外として、事務局長専決により書

類を受理いたしましたので、ご報告いたします。以上でございます。 

 

只今の報告第４３号につきまして、ご意見、ご質問はございませんか。 
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（なしの声あり） 

特に発言がないようですので、以上で、報告第４３号を終わります。 

続きまして、報告第４４号につきまして、事務局よりの報告事項の説明を

お願いいたします。 

 

議案書の１１ページをお願いいたします。報告第４４号「水田埋め立てに

よる農地改良届出について」を、ご説明いたします。 

水田埋め立てによる農地改良届出については、議案書のとおり２件でござ

いました。内容については記載のとおりでございます。地区担当農業委員さ

ん共々現地を確認いたしております。添付書類も含め完備しておりましたの

で、事務局長専決により、書類を受理いたしましたので、ご報告いたします。

以上でございます。 

 

只今の報告第４４号につきまして、ご意見、ご質問はございませんか。 

（なしの声あり） 

 特に発言がないようですので、以上で、報告第４４号を終わります。 

続きまして、報告第４５号につきまして、事務局より報告事項の説明をお

願いいたします。 

 

議案書の１２ページをお願いいたします。報告第４５号「農業生産法人報

告書の提出について」を、ご説明いたします。 

 農業生産法人は、農地法第６条第１項及び同法施行規則第５８条の規定に

より、毎年、事業の状況などを、事業年度終了後３か月以内に農業委員会に

報告しなければならないとされているものでございます。 

今回は１件ございました。添付書類も含め完備しており、農業生産法人と

しての農地法第２条第３項に規定された法人形態要件、事業要件、構成員要

件、役員要件を充たしておりましたので、ご報告いたします。以上でござい

ます。 
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只今の報告第４５号につきまして、ご意見、ご質問はございませんか。 

（なしの声あり） 

 特に発言がないようですので、以上で、報告第４５号を終わります。 

 

以上で、本日の議案の審議は全て終了いたしましたので、平成２７年第８

回周南市農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

閉会（午前１１時０４分） 

 

    




